
栄養改善加算 

低栄養状態又はそのおそれのある利用者に対して、

管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下

機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成

するなど、栄養改善サービスを行った場合に算定 

１回につき(３月以内に

限り 1月に２回を限度) 

２００円 

口腔・栄養スクリーニング

加算 Ⅰ 

口腔・栄養スクリーニング加算は、利用開始時及び

利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態又は栄

養状態のスクリーニングを行い情報をケアマネジャー

に提供した場合に算定 

１回につき 

5円（６月に 1回） 

口腔機能向上加算 Ⅰ 

             Ⅱ 

口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用

者に対して、口腔機能の向上を目的として口腔清掃

指導や摂食嚥下訓練の実施等を個別的に実施した

場合に算定 

１月につき(３月以内に

限り１月に２回を限度) 

Ⅰ １５０円 

Ⅱ １６０円 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ 

              Ⅱ 

継続的に利用者ごとの褥瘡の発生とリスクを評価し、

多職種共同にて褥瘡ケア計画を作成し、そのケアの

内容や状態を記録するなどの褥瘡管理を実施してい

る場合に算定 

１月につき 

Ⅰ  3円 

Ⅱ 13円 

排せつ支援加算 Ⅰ 

            Ⅱ 

            Ⅲ 

排せつに介護を要する利用者であって、適切な対応

を行うことで要介護状態の軽減が見込まれる者につ

いて、多職種共同で、当該利用者が排せつに介護を

要する原因を分析し、それに基づく支援計画を作成

し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した

場合に算定 

１月につき 

Ⅰ  １０円 

Ⅱ  １５円 

Ⅲ  ２０円 

科学的介護推進体制 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症

の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、

その情報を看護小規模多機能型居宅介護の適切か

つ有効な提供に活用している場合に算定 

１月につき 

４０円 

看護体制強化加算Ⅰ★ 

利用者の重度化を踏まえ看護体制を強化している場

合に算定 

※ターミナル件数等の条件による 

1月につき 

３,０００円 

看護体制強化加算Ⅱ★ 
利用者の重度化を踏まえた看護体制をとっている場

合の加算 

1月につき 

２,５００円 

退院時共同指導加算 

病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は

入所中の利用者が退院又は退所するにあたり共同

指導を行った後、当該者の退院又は退所後初回の

訪問看護を行った場合 

1回６００円（厚生労働

大臣の定める状態は

2回加算可） 

介護職員等 

処遇改善加算 ★ 

基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数

（所定単位数） 

所定単位数の 

    Ⅰ １４．９％ 

    Ⅱ １４．６％ 

    Ⅲ １３．４％ 

    Ⅳ １０．６％ 

※ ★がついた加算については、区分支給限度額対象外となります。 

※ 本人様の状況や条件などに合致した加算の追加などご相談させて頂きます。 

※ その他の利用可能なサービスは、福祉用具貸与 福祉用具購入 住宅改修 居宅療養管理指導訪問リハビ 

リテーションに限られます。 

 

（４）  短期利用居宅介護の料金（1日あたりの利用料） 

介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

利用者負担 
（１割の場合） 

 ５７1円  ６３８円  ７０６円  ７７３円  ８３９円 

 


